
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの生活の中には、たくさんの「きまり」があるよね。 

でも、なぜ「きまり」があるか、考えたことあるかな？ 

紙芝居を見ながら、きまりやルールについて、みんなで考えてみよう！ 

 

法律教室  親 子 と の 

主催：福岡県司法書士会北九州支部  

 開催日時：平成２８年８月２０日（土曜日） 

      １３：００～１５：００ 

 対  象：小学校５年生、６年生 

３６人（先着順） 

 開催場所：北九州芸術劇場（小劇場） 

      （北九州市小倉北区室町 1 丁目 1-1-11 リバーウォーク６Ｆ） 

 申し込み・お問い合わせ：裏面をごらんください 

  

 

福岡県司法書士会北九州支部 法律講座開始 ２０周年記念事業 

後援：北九州市教育委員会 中間市教育委員会 遠賀町教育委員会 

～あらすじ～ 

 むかしむかし、ある村に村長さんがいました。その村の

きまりは、村長さんがつくるならわしとなっていました

が、ある日突然、村長さんが「この橋、馬は渡るべからず」

という立札を立てたのです！村人たちはびっくり！どう

してそのようなきまりをつくったのか、村人たちは大騒

ぎ。そして、あっと驚く真相とは？！ 

～紙芝居で学ぶ法教育～ 

芦屋町教育委員会 岡垣町教育委員会 水巻町教育委員会 


